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1総論

1. 1 計画策定の目的

埼玉県では、平成 22年度に下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽などの施設を効率的に整

備する計画区域を定め、平成 37年度までに県内人口の 100%の生活排水を処理する内容の「埼

玉県生活排水処理施設整備構想」を策定している。

このたび、県がこの構想を見直すことにともない秩父市においても、 生活排水処理基本計画

を見直すこととなった。人口減少や少子高齢化の進展、地域社会構造の変化など生活排水処理

施設の整備を取り巻く諸情勢が大きく変化していること、財政が依然として厳しい状況にある

ことなどをふまえ、見直しを行うものとする。

1. 2計画の見直しについて

1. 2. 1 計画見直しの必要性

「平成 23年3月改訂版埼玉県生活排水処理施設整備構想J(以下、「県構想Jという。)は、改

定から 5年を経過した時点で、見直しの検討を行うこととされていた。

平成 26年 l月に公表された、「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マ

ニュアル 国土交通省・農林水産省 ・環境省J(以下、「国マニュアルJという。)では、新たに

時間軸の観点が盛り込まれ、 10年程度での汚水処理施設の概成、既存整備地区の効率的な改築 ・

更新や運営管理手法の検討など新たな項目が求められた。

以上から、県構想を見直すに当たり 、市町村においては「市町村生活排水処理基本計画等J

(以下、「市町村計画」という。)の見直しを行うものである。

1. 2. 2計画見直しの方針

県構想及び、市町村計画は、平成 37年度に生活排水処理率 100%を目標としており、国マニュ

アルが求める flO年概成Jの要求は満たしている。

県構想、の策定から 5年が経過するにあたり、都市計画や農業振興地域整備計画等との整合を

図りつつ、人口動向など地域社会構造の変化を再検討し、見直しを行うため、市町村計画にお

いても同様の検討を行い、見直しを行う。

市町村計画の見直しに当たっては、生活排水処理率の現状や河川の環境基準達成状況などに

鑑み、実効的で戦略的な見直しを行うこととする。
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